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提 案 理 由 

国民健康保険の財政基盤の強化を求める意見書を地方自治法第９９条の規定に基づ

き政府に対して提出するため、この案を提出します。 

 



 

国民健康保険の財政基盤の強化を求める意見書 

 

市町村が運営する国民健康保険の加入者は、所得の少ない年金生活者や非正規雇用

労働者の占める割合が多く、保険料負担率が高くなるという構造的な問題を抱えてい

る。 

こうした中、国は制度の安定化を図るためとして、平成２７年５月に「持続可能な

医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」を制定した。 

平成３０年度から、都道府県も市町村とともに国民健康保険の運営を担い、財政運

営の責任主体として中心的な役割を担うことになる。また、国はこの制度改正と併せ

て、市町村の一般会計繰入総額である３，５００億円とほぼ同水準の公費を投入する

方針も明らかにしているが、国民健康保険の構造的な問題の解決とはならない。 

埼玉県ではこの制度改正を受けて、昨年暮れに第１回国民健康保険運営協議会を開

催し、市町村ごとの国保事業費納付金及び標準保険税の試算を示した。 

この試算によると、県内６３市町村の平均保険税は平成２８年度が加入者一人当た

り８８，８６３円に対し、平成２９年度は１１６，８１１円と３１％の増額となる。 

最も高い自治体では７０％以上の増額となる。標準保険税の試算には一般会計から

の法定外繰入金は考慮されていないため、一般会計からの繰入金で加入者の負担軽減

に努めている自治体ほど、現行保険税と標準保険税との乖離が大きく、今後保険税の

大幅引上げの圧力にさらされることは必至である。 

これ以上、加入者に負担増を求めることは限界であり、国民健康保険を持続可能な

制度として再建するためには、更に財政基盤の強化をすることが不可欠となっている。 

よって、富士見市議会は、政府に対し、国民健康保険の財政基盤の強化を図るため、

下記の事項について特段の措置を講じられるよう、強く要望する。 

 

記 

 

一、新制度開始に伴う公費拡充を確実に実行するとともに、国民健康保険財政の安

定化を図るため、国庫負担割合を大幅に引き上げること。 

一、低所得者に対する保険税減免制度を確立すること。 

一、子ども医療費助成制度等の市町村独自の医療費助成制度に対する国庫支出金減

額調整制度を廃止すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２９年６月  日 

埼玉県富士見市議会 

 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 


